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研究成果の概要：わが国においても人事・労務管理の成果主義的な再編が顕著である。この変

化は 1980 年以降アメリカにおける人事制度変革（人的資源管理への転換）の影響を受けたも
のである。本研究は現代アメリカの人事制度改革の意義を歴史的・実証的に検証している。す

なわち、80年代以前のアメリカ大企業の人事制度と労使関係システムが人的資源管理に与えた
影響を、20 年代ウェルフェア・キャピタリズム（非組合型労使関係）、ニューディール期にお
けるその変容、それに制約された第 2次大戦後の労使関係下の人事制度の課題を実証的に検証
したものである。 
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１．研究開始当初の背景 
 1980 年代以降、アメリカ大企業では、従来
の人事管理(Personnel Management)―従業員
を単なる労働力とみなしてその効率的な利
用を目的とする労務管理と、その有効利用を
安定的かつ円滑に進めるための労使関係管
理からなる―から、従業員との直接的コミュ
ニケーションに基づく個別的労使関係の形
成を重視する人的資源管理(Human Resource 
Management)、さらには環境変化に対応した
経営戦略と一体化した戦略的人的資源管理

(Strategic Human Resource Management)へ
と人事制度の転換が図られてきていたが、そ
の動向は現代日本企業の成果主義型人事制
度改革にも大きな影響を及ぼしており、アメ
リカ大企業を中心として展開される人的資
源管理あるいは戦略的人的資源管理への人
事制度の転換、およびそのことと密接不可分
の関係にある労使関係システムの変容の理
論的・実証的・歴史的解明は、終身雇用（長
期雇用）、年功制、企業別労働組合を柱とし
て展開されてきた戦後日本の人事制度およ



び労使関係から成果主義型人事制度への改
革を展望する上で避けて通ることのできな
い研究課題である、ということが本研究課題
の申請時における研究の動機であり問題意
識であった。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、（１）すでに「１．研究
開始当初の背景」で述べたことでもあるが、
現代アメリカ大企業における人事制度の変
革および労使関係システムの変容の実態と
その含意を実証的・理論的に解明することで
あり、（２）その主眼は、1980年代以降にお
ける伝統的な人事管理から人的資源管理、戦
略的人的資源管理への転換およびその必然
性（背景・前提条件）を実証的に解明し、人
事管理と人的資源管理の比較研究を理論レ
ベルと実態レベルで行うことである。その際、
伝統的なアメリカ人事管理制度に影響・制約
を与えたとみられる「非組合型労使関係」（労
働組合組織を排除した企業における労使関
係）との関連を踏まえて、第一次大戦以降の
ウェルフェア・キャピタリズムの時期に非組
合型労使関係の下にあった代表的な企業、
General Motors、General Electric、E.I.du 
Pont、International Harvester、AT&Tなど
を主要な研究対象企業として実証的にその
実態を解明する。また、現代アメリカ企業に
おける人的資源管理の実際を把握するため
に、典型的事例と評価できる企業数社を選定
して検討する。（３）具体的な解明課題は、
特に 1980 年代以前の人事管理が、それに先
行する労使関係からいかなる制約を受けて
いたのか、それが制約条件として働いた理由
は何か、そして、それらは 1980 年代以降の
人的資源管理への人事制度の転換とどのよ
うに結びついているのか、という点であり、
この点の解明を重視して研究課題にアプロ
ーチする。 
 
３．研究の方法 
 本研究の方法的特色は、伝統的な人事管理
論と人的資源管理論との理論的な比較研究
を行い、現代的視点から歴史的な人事管理制
度や労使関係諸施策の評価も行う（例えば企
業社会責任という視点からの再評価など）が、
何よりもケーススタディを重視した歴史
的・実証的な研究方法に依拠していることに
ある。すなわち、アメリカ大企業における人
事管理制度改革の実態（人事管理から人的資
源管理への転換）を個別企業の具体的状況に
即して明らかにするケーススタディの集積
と比較によって解明するという方法を重視
する点に本研究の特色がある。ケーススタデ
ィに依拠して、アメリカ大企業の労使関係シ
ステムの歴史的転換を実証的に解明するこ
とによって人事管理制度の転換の含意を把

握するという方法である。 
 このような方法に基づく研究によって、人
事戦略策定における文脈的条件の中核的要
素の一つである「先行する労使関係」と「結
果として形成される人事管理」との関係を、
複数企業のケーススタディを集積・比較分析
することで解明し、この文脈的条件論（人事
制度の有効性を個々の施策ごとに労働コス
ト削減率や労働移動率のような指標によっ
て評価するだけでなく、個々の施策の相互連
関的な編成や企業を取り巻く市場競争的条
件や労使関係などの経営環境条件とのかか
わりで評価する考え方）を理論レベルから実
証レベルに具体化する前提を獲得すること
ができると考える。 
 
４．研究成果 
（１）人的資源管理論の理論的検討。 
 1980 年代アメリカの人的資源管理論およ
び労使関係研究におけるキーワードは、ニュ
ーディール型労使関係とそれを前提とした
人事管理制度の変容ないし変革であった。具
体的には、団体交渉の変容（①交渉構造の分
権化、②経営スタッフ間における意思決定権
の変動と労使関係スタッフの地位低下、③直
接的コミュニケーションの促進、④条件適応
的な報酬基準・報酬慣行の採用、⑤賃金・付
加給付に関する譲歩、⑥ワーク・ルールに関
する譲歩）や職場レベルの変容（QWL プロ
グラムやクオリティ・サークルの実践）に着
目するとともに、敵対的労使関係の修正、従
業員のモチベーションやコミットメントの
増大、品質・生産性向上、フレキシビリティ
増大などの観点からこれらの変容を肯定す
る見解が研究のメイン・ストリームであった。 
 1990 年代以降今日までの両分野における
研究動向は、ニューディール型労使関係およ
びそれに基づく人事管理制度の変容・変革を
説くという基本姿勢は堅持しつつも、それを
実現する具体的方法として提唱された高業
績作業システム (High Performance Work 
Systems)への関心の集中とその圧倒的な支
持に特徴づけられる。 
本研究では、このような研究動向を以下の
観点から批判的に検討した。高業績作業シス
テムの支持者はその相互利益（高業績、雇用
保障や高賃金など高い労働条件、やり甲斐の
ある職務や参加機会の付与という労使双方
のニーズが同時に満たされる状況）を主張す
るが、先行研究は必ずしもこれを裏づけてい
ない。高業績作業システムの成果を論証する
研究も少なくないが、そこには様々なバイア
スが作用している可能性を否定できず、逆に
高業績作業システム実施企業はその後レイ
オフを行う可能性が高いとする研究も存在
する。むしろ、90年代以降、雇用保障や高賃
金を構成要素とする高業績作業システムが



産業界によって広く支持・普及されたとは考
え難く、実際そのような事実は見出せない。 
以上のような点を踏まえて言えることは、
伝統的な労使関係観に基づいた批判的な視
点、拮抗力、公共政策を重視する姿勢の必要
性を再認識すると同時に、高業績作業システ
ムの実態とその労使双方への影響をさらに
客観的に把握する必要性があるということ
である。 
（２）人的資源管理の実際に関する事例研究。
本研究では、1980 年代以降の人的資源管理
の特質を追究するために、その実践企業とし
て、AT&T、Southwest Airlines、Ford、
Lincoln Electricなどを事例研究対象とした。
その結論を Southwest Airlines と Lincoln 
Electric について述べれば以下の通りである。 
 Southwest Airlinesについてはユニークな
企業文化と労務管理（人的資源管理）の関係
を検討し、いかなる企業文化であれ他社が模
倣できない卓越した経営戦略と業務活動の
実現に貢献する限りにおいてはじめて競争
優位の源泉になりうること、企業文化を単な
る理念に終わらせず日々の業務実践として
具現化させるためには労務管理による一人
ひとりのあるいは集団としての従業員に対
する働きかけが不可欠であること、人的資源
管理の役割の重要性が示唆されていること
が確認された。他方、Lincoln Electric につ
いては、出来高給制とボーナス制を中心とし
た一見単純な賃金管理の体系と業績および
競争優位性との関係性が検討され、個々の要
素は単純であるけれども、一つ一つの要素の
短所が別の要素の長所によって埋め合わさ
れるような制度的補完性が形成されている
ことが労務管理のシステム全体が他企業に
とって模倣困難なものとなり、同社の競争優
位性を形成していることが確認された。 
 これら人的資源管理の実践と企業業績の
パフォーマンスが一致する企業に関する事
例研究の結果と（１）に述べた理論的検討の
帰結との乖離に関する研究の深化が、人的資
源管理の理論と実践に関する今後の検討課
題として残されている。 
（３）人事制度改革および労使関係変容の歴
史的・実証的研究。 
 本研究の核心的な研究課題は、1980 年代
以前の人事管理と労使関係が先行する時期
の人事管理と労使関係から受けた制約条件
と、それらが 1980 年代以降の人的資源管理
への人事制度転換にどのような影響を与え
ているのか、この点の解明に歴史的・実証的
にアプローチすることである。この点では非
組合型労使関係の模索という点においてニ
ューディール期前後におけるアメリカ大企
業の人事制度、労務管理諸施策、労使関係に
関する研究が不可欠である。本研究では、こ
のような課題に対して AT&T, E.I.du Pont, 

Western Electric, International Harvester, 
GE, Goodyear などの Special Conference 
Committee 参加企業を研究対象として選定
しアプローチした。 

E.I.du Pontの研究では、Hagley Museum 
and Libraryが所蔵する経営資料の検討によ
り、ニューディール期の労使関係の実態分析
を行った。具体的には、1933 年の全国産業
復興法(NIRA)の制定を契機に全社一斉に導
入された従業員代表制の定着状況とその後
の変遷、つまり全国労働関係法(NLRA)の制
定（1935 年）と同法の連邦最高裁合憲判決
（1937 年）を受けて、従業員代表制が独立
労働組合へと衣替えしていく経緯を同社の
経営に内在する形で分析し、以下の諸点を確
認した。 
第 1 に、同社の従業員代表制は、1919 年

にチャンバース工場、1920 年にアーリント
ン工場に導入されたが、それ以後はニューデ
ィール期まで他工場へ導入されることはな
かった。しかもアーリントン工場の従業員代
表制は 1927 年頃には消滅していた。この状
況に示されるように、同社は従業員代表制の
導入に必ずしも熱心であったわけではない。
経営資料によれば、それは、高賃金および年
金や社宅などの高福利厚生の存在、労使共同
の工場安全委員会活動などを通じた協調的
な労使関係の存在などによって、同社経営陣
が、あえて従業員代表制を導入する必要を感
じていなかったからである。 
第２に、そのような同社が、NIRAを契機

に全社工場に一斉に従業員代表制を導入し
たのは、労働組合の組織化攻勢に備えるため
であった。この点は他の諸企業における従業
員代表制の導入と軌を一にする。 
第３に、同社が導入した従業員代表制は、
労使双方の代表がメンバーである合同委員
会型であったが、1934 年には、合法性への
配慮から経営側代表委員を排除する修正を
行っている。注目すべき点は、大規模工場の
従業員代表の多くは、その措置に反対してい
たことである。その理由は、経営側委員と意
見交換し交流する機会の無くなることを恐
れていたからである。つまりそれほどに協調
的な雰囲気に満ちた労使関係であった。 
第４に、当然のことながら、ワグナー法の
合憲判決以後の独立労働組合への移行も、会
社の期待通りの展開となった。 
第５に、このような展開を辿った同社労使
関係を全体として特徴づけるものは、高収益
が可能とした高賃金・高福利厚生政策の存在、
そしてその基盤の上で労務管理の諸施策が
展開されていたことである。 
 International Harvesterの研究では、同社
における従業員代表制(労使協議会制度)の
展開・衰退・消滅の過程が労働組合運動の展
開を軸とする労使関係の変遷の中に位置づ



けて検討され、以下の諸点が確認されている。 
 第１に、1919 年に従業員代表制を導入し
た同社は、同制度を活用し、その中核工場で
あるマコーミック工場をはじめとしてほと
んどの工場から組合運動を撃退した。その際
大きな役割を果たしたのが、従業員代表制の
もとに設置された工場協議会であった。同社
は、従業員のストライキを逆手にとり、スト
終結後に同社に再雇用される従業員の選考
を工場協議会に委ねるといった露骨な組合
運動弾圧手法をとった。こうした方法で、同
社では 1920 年代に経営側にとって安定した
労使関係が構築されていた。 
 第２に、しかし同社トラクター工場では状
況は異なり、1920 年代半ば頃から、同工場
で組合運動が再生した。その最大の要因は、
流れ作業による大量生産であるにもかかわ
らず、出来高給制がとられていたことにあっ
た。この出来高給に対する不満が契機となり、
同工場では工場協議会を組合（ABC組合）が
乗っ取る形で新たな運動が展開し、他の工場
とは違った労使関係が生成する。この ABC
組合が農機具労働組合→農機具労働者組織
委員会(FEWOC)→合同農機具・金属労働組
合(FE)と発展し、最終的には全国労働関係局
(NLRB)選挙で勝利し、労使協議会制度に終
焉をもたらした。 
 第３に、もちろんその背後には 1932 年に
誕生したローズヴェルト政権下での労働法
改革があったことは言うまでもない。1933
年の全国産業復興法と 1935 年の全国労働関
係法、この両法の存在が当時の従業員代表制
に与えた影響は計り知れない。同社における
労働組合運動も両法の恩恵を受けている。少
数派の FEWOC並びに FEの NLRB選挙で
の勝利、特に同社の牙城であるマコーミック
工場での勝利は両法の存在抜きには考えら
れない。だがそこには、FEWOC 並びに FE
が展開した草の根的な運動があったことを
見逃してはならない。 
第 4に、同社に関する研究が最終的に明ら
かにすることは、NLRB選挙で工場協議会の
発展形態である独立組合や AFL 系の組合に
FEWOC並びに FEが勝利した背景には、以
上のような地道な運動があったという事実
である。 
 1980 年代以前の人事管理と労使関係が先
行する時期の人事管理と労使関係から受け
た制約条件と、それらが 1980 年代以降の人
的資源管理という人事制度転換に与えた影
響の解明に歴史的・実証的にアプローチする
という本研究にとって、非組合型労使関係の
模索という点において 1920 年代からニュー
ディール期前後の期間におけるアメリカ大
企業の人事制度、労務管理諸施策、労使関係
に関する研究が不可欠である。この点におい
て E.I.du Pont と International Harvester

に関する研究成果は、①非組合型労使関係の
具体的な存在形態とその転換のあり方は一
様でないこと、②労使関係の転換に果たした
労働法制の意義の大きさを実証しているこ
と、③企業の高収益が非組合型労使関係の前
提であること、④労働運動のあり方が労使関
係に大きな影響を与えること、などを明らか
にしている。同時に、個別企業におけるニュ
ーディール期以前の人事管理と労使関係が
ニューディール期以降の人事管理と労使関
係に少なからず影響していることを読み取
ることができる。この点では、第 2次大戦以
降、1980 年代以前のアメリカ大企業の人事
管理と労使関係を規定したといわれるいわ
ゆるニューディール型労使関係下における
個別企業の人事管理と労使関係の更なる実
証的研究が、1980 年代以降における個別的
労使関係（非組合型労使関係）を模索するも
のともいえる人的資源管理への人事制度の
転換とその意義の解明には必要である。 
（４）研究成果の全体的総括 
 ニューディール期以降にアメリカ労使関
係の主流となったいわゆるニューディール
型労使関係は、1980 年代には地殻変動のよ
うな衰退をみせはじめ、今日では明白である。
アメリカの民間部門の労働組合組織率は、
1997 年にはすでに 10％を下回り、その後ほ
とんど回復するきざしをみせていない。 
 こうした労使関係の変容の根底には製品
や市場における競争条件の変化があるが、そ
れを受けて実践された企業の人事管理制度
の変化が直接的に大きくかかわっている。人
事管理制度の変化とは、伝統的な人事管理か
ら 80 年代以降台頭した人的資源管理への転
換である。人的資源管理の大きな特徴は、労
働組合との集団的労使関係を軽視ないし無
視し、従業員との個別的な労使関係やコミュ
ニケーションを重視することにある。それは
ニューディール労働法制とその下での敵対
的労使関係たるニューディール型労使関係
の必然的産物である欠陥を克服しようとす
るものといえる。ニューディール労働法制は、
企業横断的な労働組合との団体交渉を前提
とし、従業員代表制のような労働組合とは無
関係の企業内での従業員コミュニケーショ
ンないし協議機関を原則として禁止した。と
ころが、1980 年代以降、アメリカ企業の国
際競争力が低下するなかで、そうした敵対的
労使関係や企業内コミュニケーション機構
の欠如が競争力回復の桎梏とみなされたこ
とが、人的資源管理の出現の背景であったい
える。 
 ニューディール型労使関係の上記のよう
な欠陥は、それ以前の無組合（非組合型労使
関係）の企業において展開されていた従業員
代表制を基軸とするいわゆるウェルフェ
ア・キャピタリズムの歴史的結果であったと



いえる。それはニューディール労働法制とそ
の下での労使関係の隆盛によって、アメリカ
労使関係のメイン・ストリームとしては消滅
したが、一部の無組合企業においては残存・
継続され、そのような企業では人間関係論、
行動科学的労務管理論といった新たな人事
管理手法が開発・実践されていった。これら
が人事管理手法としては、従業員個々人や小
集団に焦点を当てた苦情処理やコミュニケ
ーション、動機づけ、リーダーシップや監督
スタイル、従業員参加などの制度を特徴とす
ることから明らかなように、人的資源管理論
は、こうした手法開発の延長線上に生成した
と理解することができる。それは「新しい非
組合モデル」として示唆されてもいる。しか
し、ウェルフェア・キャピタリズムの現代版
ともいえる「新しい非組合モデル」とそこで
生成した人的資源管理も、グローバリゼーシ
ョンの進展と市場主義の展開によって、以前
とは異なる内容とパースペクティブを持つ
戦略的人的資源管理へと発展し、わが国にも
大きな影響を及ぼしている。 
 以上がアメリカ労使関係の変容との関係
において現代アメリカ大企業における人事
制度改革、人的資源管理への転換を把握する
とき、どのような歴史的な位置づけ・意義づ
けができるかという本研究の研究課題につ
いて、研究成果として歴史的・実証的・理論
的に確認できたことの概略である。 
 本研究の成果としては、上記以外に、
Western Electric の研究では、ホーソン
実験と非組合型労使関係の模索との関
連を実証的に解明している。この研究は
人間関係論研究に新たな地平を切り開
くものである。また、ウェルフェア・キ
ャピタリズムの実践である人事管理お
よび労使関係の諸施策を歴史的に評
価・総括するあらたな視点として、企業
社会的責任(CSR)という視点を提示し
ている。最後に、GE の研究では、戦後
におけるホワイトカラー層、マネジメン
ト層の形成を同社の一次資料に基づき
解明している。それは雇用管理、人事管
理の展開の前提として大きな意義をも
つものである。  
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